
【 所属所記入欄 】 
 
利用限度額の記入、所
属所長の証明印がな
いものは無効です。 
利用限度額は、300万
円 
（複数の利用がある場
合は、300万円から未
償還額を差し引いた額

【 組合員記入欄 】 
 
 「購入商品」およ
び「償還方法」の欄
を全て記入してくだ
さい。訂正する場合
は、組合員の訂正
印が必要です。 
 

 
【 組合員記入欄 】 
組合員の自署でお願いします。印鑑は認め印で結構です。２枚目にも押
印ください。 
自動車購入で納車後の立替金支払いを希望する場合は納車日程に合
わせて購入票の交付を受け、指定店に提出するようにしてください。（通
常購入票の提出後、毎月５日までに指定店から請求があれば当月25日
に共済組合から指定店へ代金を払い込みます。） 
 

  ●「物資購入票」の提出先● 

  必要事項を記入の上、４枚複写のうち４枚目「組合員控」のみ保管し、他３

枚を指定店へ提出してください。 
 

【 組合員記入欄 】自動車購入、住宅関連設備
購入、電気製品購入又は歯科治療費利用の
場合に、これらの利用の未償還残高がある場
合、新たな立替金額と統合できます。なお、歯
科治療費用については歯科治療費用の未償
還残高のみとの統合となります。(自動車購入、
住宅関連設備購入又は電気製品購入の新た
な立替金額と歯科治療費用の未償還額との統
合はできません。） 

共済 太郎 

  福祉課 
  （0985）24-5463 

 6 7     
 きょうさい たろう 

  共済市 

  ワゴン 

  共済自動車販売株式会社 

  宮崎 花子 

 ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０     

共済 太郎 

  共済市長 
  ●●●●● 

 ２ ５ ０ ０ ０ ０ ０     

  ６ ０     

 18  12  5     

 18    12    10     

 印 

 印 

上記、「利用限度額」の範
囲内の金額を記入してくだ
さい。 

84月以内で自由に設定で
きます。ただし、貸付事業
と物資事業の毎月の償還
額の合計が給料額の30％
を超えるような償還方法を
選択することはできません。 

   「物資購入票」は、所属所の共済組合事務担当課で交付されます。 
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